
船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 旅客フェリー フェリーきたきゅうしゅう 

   船舶番号 １３３３８９ 

   総トン数 ９,４７６トン 

 

   船種船名 ケミカルタンカー 第七十八光輝丸 

   船舶番号 １３５５２５ 

   総トン数 １,１５９トン 

 

   事故種類 衝突 

   発生日時 平成２２年１１月１５日 ２２時３０分３０秒ごろ 

   発生場所 来島海峡航路 

         愛媛県今治市所在の小島
お し ま

東灯標から真方位０２０°５７０ｍ付近 

         （概位 北緯３４°０８.０′ 東経１３２°５９.２′） 

 

 

                       平成２４年４月１９日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

 旅客フェリーフェリーきたきゅうしゅう及びケミカルタンカー第七十八光輝
こ う き

丸は、

共に来島海峡航路を南東進中、平成２２年１１月１５日２２時３０分３０秒ごろ同航

路の西水道北口付近において衝突した。 

 フェリーきたきゅうしゅうには、右舷後部に凹損が生じ、第七十八光輝丸には、左

舷船首に凹損が生じたが、両船ともに死傷者はいなかった。 



＜原因＞ 

 本事故は、夜間、小島北方の来島海峡航路において、フェリーきたきゅうしゅう及

び第七十八光輝丸が共に南東進中、来島海峡西水道北口に向かって先行する５隻の同

航船が航行する状況下、フェリーきたきゅうしゅう船長が、来島海峡航路第４号灯浮

標付近で第七十八光輝丸の追越しを始めたため、第七十八光輝丸の前方に位置する状

況となったときには来島海峡西水道への変針場所に達しており、来島海峡西水道に向

けて右転を始め、第七十八光輝丸の前路を横切る態勢で航行し、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

 フェリーきたきゅうしゅう船長が、来島海峡航路第４号灯浮標付近で第七十八光輝

丸の追越しを始めたのは、フェリーきたきゅうしゅう船長が、来島海峡航路の入航時

刻が定刻より約３分遅れとなったことを知り、先行する５隻の同航船の最後尾につい

て来島海峡航路を通過した場合には、約２０分の遅れになると予想したことによるも

のと考えられる。  

 

＜勧告等＞ 

○ 所見 

本事故調査の結果を踏まえ、来島海峡航路を航行する船舶及び船舶所有者は、次

の措置を講じて事故の再発防止に努めることが望まれる。 

(1)  船舶は、来島海峡西水道北口に向かって来島海峡航路内を航行している先

行する同航船群を認めた場合、来島海峡航路の航行の困難性を考慮し、追越

し後の来島海峡西水道への変針場所について慎重に判断して安易な追越しを

控え、安全航行に努めること。 

(2)  船舶は、来島海峡航路における潮流及び自船の速力を考慮し、他の船舶と

の船間距離を十分に確保すること。 

(3)  船舶は、屈曲部において変針する場合、変針する側の後方等の最終確認を

行った上、後方の船舶との安全な距離を保持して変針すること。 

(4)  船舶所有者等は、船舶が無理な追越しをすることがないよう、来島海峡航

路を航行することにより遅れを生ずる場合の対処について運航管理する船舶

の指導を徹底すること。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 旅客フェリーフェリーきたきゅうしゅう及びケミカルタンカー第七十八光輝
こ う き

丸は、

共に来島海峡航路を南東進中、平成２２年１１月１５日２２時３０分３０秒ごろ同航

路の西水道北口付近において衝突した。 

 フェリーきたきゅうしゅうには、右舷後部に凹損が生じ、第七十八光輝丸には、左

舷船首に凹損が生じたが、両船ともに死傷者はいなかった。 

  

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２２年１１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査

官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

 平成２２年１１月１７日、２５日、平成２３年１月３１日、１０月２０日 現

場調査及び口述聴取 

 平成２３年１月１１日、２月２８日、８月１６日、２３日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

 海上保安庁来島海峡海上交通センター（以下「来島マーチス」という。）が受信

した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）＊1の情報記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）に

よれば、２２時０６分０４秒から２２時３０分３４秒までの間における旅客フェ 

                         
＊1 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態等に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶

相互間、陸上局の航行援助施設等との間で情報交換することができる装置をいう。 
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リーフェリーきたきゅうしゅう（以下「Ａ船」という。）及びケミカルタンカー第

七十八光輝丸（以下「Ｂ船」という。）の運航状況は、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

① ２２時１６分０４秒、北緯３４°０８′５８.１″東経１３２°５４′

３３.５″において、船首方位０４５°（真方位、以下同じ。）、対地針路

０４２.５°及び速力（対地速力、以下同じ。）２１.３ノット（kn）で航

行した。 

② ２２時１８分００秒、北緯３４°０９′１９.５″東経１３２°５５′

１３.６″において、船首方位０８１°、対地針路０７９.８°及び速力 

２０.７knで航行した。 

③ ２２時２０分３４秒、北緯３４°０９′２７.２″東経１３２°５６′

１８.１″において、船首方位０８５°、対地針路０８２.０°及び速力 

２１.２knで航行した。 

④ ２２時２４分０４秒、北緯３４°０８′５８.９″東経１３２°５７′

３８.１″において、船首方位１２０°、対地針路１２０.８°及び速力 

２１.１knで航行した。 

⑤ ２２時２６分２２秒、北緯３４°０８′３０.８″東経１３２°５８′

２５.４″において、船首方位１２５°、対地針路１２６.８°及び速力 

２０.９knで航行した。 

⑥ ２２時２６分３３秒、北緯３４°０８′２８.６″東経１３２°５８′

２９.２″において、船首方位１２５°、対地針路１２６.２°及び速力 

２０.６knで航行した。 

⑦ ２２時２７分０４秒、北緯３４°０８′２２.６″東経１３２°５８′

３９.３″において、船首方位１２５°、対地針路１２４.５°及び速力 

１９.１knで航行した。 

⑧ ２２時２８分３３秒、北緯３４°０８′１１.５″東経１３２°５８′

５９.６″において、船首方位１２７°、対地針路１２４.２°及び速力 

１０.２knで航行した。 

⑨ ２２時２９分２４秒、北緯３４°０８′０６.４″東経１３２°５９′

０６.４″において、船首方位１４７°、対地針路１４１.７°及び速力 

８.２knで航行した。 

⑩ ２２時２９分３４秒、北緯３４°０８′０５.３″東経１３２°５９′

０７.３″において、船首方位１５４°、対地針路１４７.３°及び速力 

８.４knで航行した。 

⑪ ２２時３０分２８秒、北緯３４°０７′５８.０″東経１３２°５９′
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１１.０″において、船首方位１６９°、対地針路１６０.０°及び速力 

９.２knで航行した。 

⑫ ２２時３０分３４秒、北緯３４°０７′５７.１″東経１３２°５９′

１１.３″において、船首方位１７１°、対地針路１６３.９°及び速力 

９.１knで航行した。 

   (2) Ｂ船 

① ２２時０６分１３秒、北緯３４°０９′０８.５″東経１３２°５４′

４７.１″において、船首方位０３４°、対地針路０３１.５°及び速力 

９.９knで航行した。 

② ２２時０９分０３秒、北緯３４°０９′２２.７″東経１３２°５５′

１３.７″において、船首方位０８１°、対地針路０８２.１°及び速力 

９.７knで航行した。 

③ ２２時１４分４２秒、北緯３４°０９′２９.６″東経１３２°５６′

２４.６″において、船首方位１１２°、対地針路１０８.７°及び速力 

１０.３knで航行した。 

④ ２２時１６分０２秒、北緯３４°０９′２３.２″東経１３２°５６′

３９.７″において、船首方位１２０°、対地針路１２３.２°及び速力 

１０.８knで航行した。 

⑤ ２２時２６分２２秒、北緯３４°０８′２５.２″東経１３２°５８′

２２.０″において、船首方位１２１°、対地針路１２４.６°及び速力 

１０.５knで航行した。 

⑥ ２２時３０分２３秒、北緯３４°０８′０２.９″東経１３２°５９′

０６.９″において、船首方位１２７°、対地針路１１６.４°及び速力 

９.６knで航行した。 

⑦ ２２時３０分３１秒、北緯３４°０８′０２.２″東経１３２°５９′

０８.３″において、船首方位１４２°、対地針路１０６.２°及び速力 

８.３knで航行した。 

 

2.1.2 Ａ船の主機関操作の情報 

 Ａ船の機関テレグラフロガーによる平成２２年１１月１５日１７時１１分ごろか

ら２３時０６分ごろまでの間における同船の主機関操作の状況は、次のとおりで 

あった。 

 

 



- 4 - 

      左  舷  機 右  舷  機 

時 分 テレグラフ位置 時 分 テレグラフ位置 

17:11.5  RUN UP ENG. 17:11.5  RUN UP ENG. 

22:17.5   STAND BY ENG. 22:17.5  STAND BY ENG. 

22:26.5   FULL AHEAD 22:26.5  FULL AHEAD 

22:27.0   HALF AHEAD 22:27.0  HALF AHEAD 

22:29.0   FULL AHEAD 22:29.0  FULL AHEAD 

22:35.0   HALF AHEAD 22:35.0  HALF AHEAD 

22:42.5   FULL AHEAD 22:42.5  FULL AHEAD 

22:42.5  NAV. FULL AHEAD 22:42.5  NAV. FULL AHEAD 

22:49.0   FULL AHEAD 22:49.0  FULL AHEAD 

       この間、仮泊に伴い、機関を種々に使用しているため省略  

23:05.0   STOP ENG. 23:05.0  STOP ENG. 

23:06.0   FINISHED WITH ENG. 23:06.0  FINISHED WITH ENG. 

 

2.1.3 乗組員の口述による事故の経過 

(1) Ａ船 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、Ａ船の機関長（以下「機関長Ａ」

という。）、Ａ船の三等航海士（以下「航海士Ａ」という。）、Ａ船の甲板手

（以下「甲板手Ａ」という。）及び株式会社名門大洋フェリー（以下「Ａ

社」という。）の運航管理者（以下「運航管理者Ａ」という。）の口述によれ

ば、Ａ船の運航状況は、次のとおりであった。 

Ａ船は、船長Ａほか２０人が乗り組み、旅客１２７人を乗せ、トラック 

１１４台及び乗用車４２台を積載し、船首約５.８０ｍ、船尾約５.６０ｍの

喫水で平成２２年１１月１５日１７時０５分ごろ関門港新門司区を出港し、

マスト灯２個、舷灯１対及び船尾灯を表示して阪神港大阪区に向かった。 

船長Ａは、２１時４０分ごろ安芸灘南航路第２号灯浮標付近で昇橋したの

ち、来島海峡航路西口手前において、来島海峡航路通過のため、航海当直中

の航海士Ａ及び甲板手Ａに加え、機関長Ａ及びＡ船の甲板員（以下「甲板員

Ａ」という。）を船橋に配員し、機関長Ａを機関操作に、航海士Ａを操船の

補佐に、甲板手Ａを見張りに、甲板員Ａを手動操舵にそれぞれ就け、操舵室
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右舷側のＡＩＳ及びＡＲＰＡ＊2 機能が付いた１号レーダーの前に立って操

船を指揮した。 

航海士Ａは、操舵室左舷側の２号レーダーの前で操船の補佐に当たってい

た。 

Ａ船は、ＶＨＦ無線電話装置（以下「ＶＨＦ」という。）により来島マー

チスに位置通報を行い、２２時１８分ごろ、来島海峡航路に入航し、来島海

峡を通過する時刻の潮流が北流であったため、同時機に同海峡を南進する船

舶と共に、来島海峡西水道（以下「西水道」という。）に向かった。 

船長Ａは、来島海峡航路西口に達する前、前路には西水道に向かう５隻の

同航船（以下「同航船群」という。）が存在していたが、来島海峡航路では、

場所や潮流の状況によっては追い越すことができる場合があるので、来島海

峡航路の入航時刻が運航ダイヤの定刻より約３分遅れとなったことを知り、

同航船群の最後尾について来島海峡航路を抜けた場合には、約２０分の遅れ

になると予想し、同航船群を追い越すこととした。 

船長Ａは、来島海峡航路第４号灯浮標（以下「４号ブイ」という。）を右

に見て通過し、来島海峡航路に沿う針路としたところ、右舷前方に３隻の同

航船を認め、先行するＢ船と‘Ｂ船の前方約５ケーブル＊3 の同航船’（以下

「先行同航船」という。）の間に入って西水道を通過できると判断し、１列

をなして来島海峡航路内を西側に寄って航行している同航船群の左舷側から

追越しを始めた。 

船長Ａは、２２時２４分ごろ、速力約２０.５kn でＢ船の左舷後方に追い

ついたとき、Ｂ船をＶＨＦで呼び出し、Ｂ船を追い越したのちに減速して先

行同航船との間に入ることを伝え、Ｂ船から了解の回答を得た。 

Ａ船は、Ｂ船との交信後、来島マーチスからＶＨＦで呼び出され、Ａ船を

呼び続けていたものの応答がなかったとの連絡を受けたが、それまでは、 

１６チャンネル（ch）を正常に聴守していたので、来島マーチスからの呼び

出しをなぜ聴き取ることができなかったのか、分からなかった。 

船長Ａは、１号レーダーの画面に表示されるＡＩＳ情報により、Ｂ船及び

先行同航船の速力を約９.５kn と確認したので、Ａ船船橋がＢ船船橋に並ん

                         
＊2 「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids の略記であり、自動衝突予防援助装置をい

い、レーダーで探知した他船の映像の位置の変化をコンピューターで自動的に処理させ、他船の針

路、速力、最接近時間及び最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近に

より衝突の危険が予測される場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
＊3 「ケーブル（cable）」とは、１海里（１マイル（nautical mile））より小さな距離を表すときの

補助単位であり、１ケーブル（cable）は、１海里の１／１０で１８５.２ｍになる。 
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だ頃、減速を開始して機関をスタンバイ半速力前進としたのち、Ａ船がＢ船

より前方に位置する状況となったので、追越しを完了したものと思い、速力

を約９.５kn に調整し、針路を右に転じながら西水道北口に向かった。 

船長Ａは、Ａ船の速力がＢ船及び先行同航船とほぼ同じになっているため、

Ａ船が、先行同航船からは約３ケーブル後方となり、Ｂ船からは約２ケーブ

ル開けて先行する態勢で西水道を通過できると思っていた。 

甲板手Ａは、Ａ船が右転後、操舵室内右端で右舷後方の見張りを行ってい

たところ、船尾を通過するように見えたＢ船が次第に接近してくることを知

り、船長Ａに対し、その状況を報告した。 

航海士Ａは、操舵室左舷側にある１号レーダーと同じ３海里（Ｍ）レンジ

とし、ノースアップ＊4 表示の２号レーダーの前で操船の補佐に当たってい

たが、Ｂ船をレーダー映像として確認できず、ＡＩＳの表示により、Ｂ船の

速力や接近距離を監視して報告していた。 

船長Ａは、針路約１６０°としたのち、甲板手ＡからＢ船が接近するとの

報告を聞き、機関をスタンバイ全速力前進とし、ＡＩＳ情報によるＢ船との

距離が約１ケーブルあったので、その船間距離ならＢ船の船首方を通過でき

ると判断した。 

Ａ船は、右舷後部がＢ船左舷船首と衝突し、衝撃に気付いて衝突を知った

船長Ａが、船橋の時計により、２２時３０分ごろであることを確認した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船の船長（以下「船長Ｂ」という。）、Ｂ船の機関長（以下「機関長Ｂ」

という。）及びＢ船の次席一等航海士（以下「航海士Ｂ」という。）の口述に

よれば、Ｂ船の運航状況は、次のとおりであった。 

Ｂ船は、船長Ｂほか６人が乗り組み、危険物の液化アンモニア約１,０１６

tを積載し、船首約４.１５ｍ、船尾約４.６５ｍの喫水で平成２２年１１月

１５日１３時５５分ごろ山口県宇部市宇部港を出港して愛媛県新居浜市新居

浜港に向かった。 

Ｂ船は、マスト灯２個、舷灯１対、船尾灯及び危険物積載船を示す紅色全

周せん光灯１個を表示していた。 

船長Ｂは、２０時３０分ごろ釣
つる

島
しま

水道付近で昇橋し、２１時００分ごろ安

芸灘南航路第２号灯浮標付近において、来島海峡航路通過のため、手動操舵

                         
＊4 「ノースアップ（North Up）」とは、レーダー画面の真上が真方位０００°となる表示方法（真方

位指示）をいう。レーダー画面の真上が常に真方位０００°となるので、針路を変更しても船首輝

線が新針路に向くだけであり、周囲の船舶、陸岸、防波堤などの映像は移動しない。 
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により操船を行い、機関長Ｂを機関操作に、航海士Ｂを操船の補佐に就け、

ＶＨＦにより来島マーチスに位置通報を行ったのち、２２時０９分ごろ来島

海峡航路に入航した。 

Ｂ船は、４号ブイ付近において、Ｂ船より速力の遅い同航船１隻を追い越

したのち、前路に速力約１１.５knの先行同航船を認めたので、速力を約 

１１.０knに調整し、先行同航船、Ｂ船、後方の同航船の順で、それぞれの

船間距離が約５ケーブルの縦列となる態勢により来島海峡航路に沿う針路で

西水道に向かった。 

Ｂ船が速力を約１１.０knに調整したときの主機回転数は、半速力前進よ

り上の回転数毎分（rpm）約２３５だった。 

船長Ｂは、Ｂ船が４号ブイを通過して間もなく、後方を確認したところ、

来島海峡航路に入航するＡ船を認め、ＡＲＰＡで確認したＡ船の速力が約 

２０～２１knであったので、追越し禁止区間に達するまでにはＡ船がＢ船を

追い越すと判断した。 

船長Ｂは、来島マーチスがＶＨＦにより、無理な追越しを行う船舶に対し

て注意を呼び掛ける通信を傍受し、折しも、Ａ船が４号ブイを通過した頃で

あったので、その通信が、Ａ船に対しての呼び掛けなのか否か、分からな 

かったものの、Ａ船が、西水道入口に達するまでに先行同航船を追い越すこ

とが困難なので、自船と先行同航船の間に入り込んだのち、西水道を通過す

ると予測した。 

しばらくして、Ｂ船はＡ船からＶＨＦで呼び出され、Ａ船がＢ船を追い越

して先に西水道に入りたいとの連絡を受けた際、船長Ｂは、これを了解し、

Ｂ船より速いＡ船が、既に、Ｂ船の左舷正横付近に並んでいたので、Ａ船は

減速したのち、船間距離が約５ケーブルあるＢ船と先行同航船との間に入り

込んでくるものと判断した。 

船長Ｂは、Ｂ船船首からＡ船船尾までのＢ船の進路に沿った距離（以下

「両船の船首尾距離」という。）が、約１ケーブルとなった頃、船尾灯のみ

を見せている左舷前方のＡ船が、減速を開始したことに気付き、その速力を

ＡＲＰＡで確認したところ、約８.０knにまで落ちたことを知ったが、フェ

リーは速力調整が容易なので、Ａ船は増速して速力をＢ船とほぼ同じ約  

１１.０knに調整するものと思った。 

船長Ｂは、間もなく、約８.０knのままで西水道に向けて右転を開始した

Ａ船が衝突する態勢でＢ船に接近することに気付き、機関を約１６０rpmの

微速力前進に減速したものの、左舵一杯とすれば、右転中のＡ船に対する衝

突の衝撃が大きくなり、右舵一杯としても、Ｂ船の操縦性能から、衝突を免
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れることはできず、Ｂ船の左舷中央部にＡ船が衝突してタンクに損傷が生じ、

積載している危険物が流出するおそれがあると思い、転舵しなかった。 

船長Ｂは、衝突が避けられないと判断し、汽笛で短音３回を吹鳴するとと

もに、衝突するまでの約３０秒間、機関を約１５０rpmの後進にかけたが、

Ｂ船左舷船首とＡ船右舷後部が衝突した。 

 

  本事故の発生日時は、平成２２年１１月１５日２２時３０分３０秒ごろで、発生

場所は、小島東灯標から０２０°５７０ｍ付近であった。 

 

2.1.4 ＶＨＦによる交信についての情報 

来島マーチスの回答書によれば、来島マーチスが、２１時５０分から２２時４０

分までの間において、Ａ船及びＢ船とＶＨＦにより交信した記録は、次のとおりで

あった。 

時 間 使用ｃｈ 発信者 受信者 交   信   概   要 

22:10 

 

１６ｃｈ 

１４ｃｈ 

Ａ 船 来島マー

チス 
ＷＳラインを通過した旨の通報 

来島マー

チス 

Ａ 船 

 

「位置を確認、前方航路内は混雑してい

る、潮流の状況、追越し禁止区間における

航法遵守」の情報提供 

22:25 １６ｃｈ 来島マー

チス 

Ａ船を含

む西水道

に向かう

各局 

来島海峡航路西水道に向かう各船に対し

「安全な船間距離を確保して無理な追越し

をしないよう」の情報提供 

22:27 １６ｃｈ 

２２ｃｈ 

来島マー

チス 

Ａ 船 「前方の船舶に続いて航行するよう」の情

報提供 

22:31 １６ｃｈ 

１３ｃｈ 

Ｂ 船 来島マー

チス 

「Ａ船と接触した、現在、機関を停止して

いる、接触箇所は船首部であり調査中、浸

水はない」の連絡 

来島マー

チス 

Ｂ 船 「自力航行可能であることを確認し、今治

港沖に向かうよう」の情報提供 

22:33 １６ｃｈ 

１４ｃｈ 

Ａ 船 来島マー

チス 

「本船右舷後方とＢ船が接触した、本船は

航行に支障はない、詳細は調査中」の連絡

来島マー

チス 

Ａ 船 「今治港沖に向かうよう」の情報提供 
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 2.1.5 先行同航船の動向についての情報 

来島マーチスが、大浜及び津島レーダー局から送られてくる映像をレーダー映像

合成装置により合成処理（図形表示化処理）し、先行同航船を追尾した記録（以下

「追尾記録」という。）によれば、次のとおりであった。 

注：追尾記録における先行同航船の位置は、レーダー映像上の物標の中心位置を計

測したものであり、上表のＡ船及びＢ船からの距離は、Ａ船及びＢ船のほぼ船橋位置

から、先行同航船の映像の中心までのおおよその距離を示す。 

（付図１ 事故発生場所及び周辺、付図２ 推定航行経路図、付図３ 衝突前の位

置関係図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録、写真１ Ａ

船、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、両船に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 Ａ船には、右舷後部の防舷材に凹損が生じ、Ｂ船には、左舷船首ファッションプ 

レート上部に凹損が生じた。 

（写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船の損傷状況 

参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ 男性 ５１歳 

      一級海技士（航海） 

時刻 

時:分:秒 

先行同航船の 

対地針路／速力 

A Ａ船から先行同航船までの方位／距離 

B Ｂ船から先行同航船までの方位／距離 

 

22:20:00 

 

121°／9.3kn 

A 右舷船首33°／1.5 M 

B 右舷船首8°／3.8ｹｰﾌﾞﾙ 

 

22:24:00 

 

122°／11.0kn 

A 右舷船首16°／8.6ｹｰﾌﾞﾙ 

B 右舷船首10°／4.0ｹｰﾌﾞﾙ 

 

22:26:00 

 

120°／11.5kn 

A 右舷船首10°／5.5ｹｰﾌﾞﾙ 

B 右舷船首2°／4.8ｹｰﾌﾞﾙ 

 

22:29:00 

 

131°／8.9kn 

A 右舷船首1°／3.1ｹｰﾌﾞﾙ 

B 右舷船首2°／4.5ｹｰﾌﾞﾙ 
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       免 許 年 月 日 平成１３年５月２３日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成１８年１月３０日 

       免状有効期間満了日 平成２３年５月２２日 

   ② 船長Ｂ 男性 ５３歳 

      三級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 平成２年１２月３日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１１月２日 

       免状有効期間満了日 平成２７年１２月２日 

  (2) 主な乗船履歴等 

① 船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

昭和５２年に海員学校卒業、内航のタンカーに乗船し、昭和５８年４月

に合併前のＡ社へ入り、甲板員として乗船した。３４歳ごろに三等航海士、

３６歳ごろに二等航海士となり、平成１３年に一級海技士（航海）の免状

取得後、平成１８年から船長として乗船した。入社後、ずっと乗船勤務を

していたので、来島海峡航路の航行経験は、数え切れない。 

ｂ 健康状態 

健康状態は良好、視力（裸眼）は両眼とも０.６以上あり、聴力に異常

はなく、本事故当時、飲酒はしていなかった。 

② 船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

専門学校を卒業後、約２０年間、愛媛県八幡浜市八幡浜港と大分県臼杵

市臼杵港を結ぶフェリーに乗船していた。その間に、海技免状を取得して

一等航海士となった。平成１０年ごろ、青野海運株式会社（以下「Ｂ社」

という。）に入り、一等航海士として乗船していたが、平成２０年春から、

本事故発生時と同じく、もう１人の船長が休暇中には、船長で乗船してい

た。来島海峡航路の航海経験は、数え切れない。 

ｂ 健康状態 

健康状態は良好、視力（裸眼）は両眼とも１.０ぐらいあり、聴力に異

常はなく、本事故当時、飲酒はしていなかった。 
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２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １３３３８９ 

     船 籍 港  大阪府大阪市 

     船舶所有者  Ａ社 

     総 ト ン 数  ９,４７６トン 

     Ｌ×Ｂ×Ｄ  １６０.００ｍ×２５.００ｍ×１３.３０ｍ 

     船   質  鋼 

     機   関  ディーゼル機関２基 

     出   力  合計１９,８５８ｋＷ（連続最大） 

     推 進 器  ４翼可変ピッチプロペラ２個 

     進水年月日  平成３年１２月２４日 

   (2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  １３５５２５ 

     船 籍 港  愛媛県新居浜市 

     船舶所有者  Ｂ社 

     総 ト ン 数  １,１５９トン 

     Ｌ×Ｂ×Ｄ  ７３.６１ｍ×１３.００ｍ×５.７０ｍ 

     船   質  鋼 

     機   関  ディーゼル機関１基 

     出   力  １,６１８ｋＷ（連続最大） 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  平成１１年７月１５日 

 

 2.5.2 運動性能等 

   (1) Ａ船 

     Ａ船の海上公試運転成績書によれば、次のとおりであった。 

① 速力及び主機関回転数 翼角２９.４° 

主機負荷 

（％） 

平均速力 

（kn） 

回転数毎分（rpm） 

左舷機(往／復) 右舷機(往／復) 

１００ ２６.１７ 521.7 ／ 524.9   522.2 ／ 522.8 

 ８５ ２５.２７   495.6 ／ 495.8 496.1 ／ 496.8 

 ７５ ２３.９７ 471.7 ／ 471.6  473.7 ／ 473.8 

 ５０ ２１.１３  410.4 ／ 410.4  411.4 ／ 411.5 
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    ② 旋回性能等 

     ａ 左舵角３５°（両軸運転、主機負荷１００％で前進中） 

        縦距 ５２４ｍ  横距  ４００ｍ  最大旋回径 ７４７ｍ 

     ｂ 右舵角３５°（両軸運転、主機負荷１００％で前進中） 

        縦距 ５０１ｍ  横距  ３７８ｍ  最大旋回径 ７１５ｍ 

     ｃ 船体停止までの所要時間及び距離 

       両軸運転、主機負荷１００％で前進中から全速力後進として船体が停

止するまでの所要時間及び最短停止距離は、次のとおりであった。 

所要時間 ２分２２秒 最短停止距離 １,００４ｍ 

     運航管理者代行の口述によれば、次のとおりであった。 

    ③ スタンバイ速力 

      全速力前進      １２.５kn 

      半速力前進       ９.０kn 

      微速力前進       ６.５kn 

      極微速力前進      ４.０kn 

   (2) Ｂ船 

     Ｂ船の海上公試運転成績書によれば、次のとおりであった。 

① 速力及び主機関回転数 

  主機負荷（％） 平均速力（kn） 回転数毎分（rpm） 

 １００ １４.３５ ３１０ 

  ８５ １３.７１ ２９４ 

  ７５ １３.２９ ２８２ 

  ５０ １２.２１ ２４６ 

    ② 旋回性能等 

     ａ 左舵角３５°（速力１４.３５knで前進中） 

        縦距 ２１０ｍ  横距  ９５ｍ  最大旋回径 ２４８ｍ 

     ｂ 右舵角３５°（速力１４.３５knで前進中） 

        縦距 ２２８ｍ  横距 １００ｍ  最大旋回径 ２５９ｍ 

     ｃ 船体停止までの所要時間及び距離 

       １４.３５knの主機負荷１００％で前進中から全速力後進として船体

が停止するまでの所要時間及び最短停止距離は、次のとおりであった。 

所要時間 １分４０秒  最短停止距離 ４０８ｍ 

 

 2.5.3 積載状態 

   (1) Ａ船 
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船長Ａの口述によれば、Ａ船は、旅客１２７人を乗せ、トラック１１４台

及び乗用車４２台を積載し、出航時の喫水は、船首約５.８０ｍ、船尾約 

５.６０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、危険物である液化アンモニア約１,０１６

トンを積載し、出航時の喫水は、船首約４.１５ｍ、船尾約４.６５ｍであっ

た。 

 

 2.5.4 主な航海設備等 

   (1) Ａ船 

① 操舵室には、前部天井に左から順に風向計、風速計、両舷のプロペラ翼

角指示器、主機回転計、舵角指示器及び時計が設置されていた。前部中央

にジャイロコンパスのレピーターがあり、そのすぐ右舷側に電子海図用の

ディスプレイが１台、ジャイロコンパスのレピーターから左右等間隔で 

ＡＩＳ及びＡＲＰＡ機能付きのレーダーが各１台配置され、右舷側を１号

レーダー、左舷側を２号レーダーと呼び、２号レーダーのすぐ左舷側に 

ＶＨＦがあった。 

操舵室の中央には、操舵スタンドがあり、その右舷側には、機関テレグ

ラフやバウスラスターの制御装置などが組み込まれたコンソールがあった。 

操舵室の左舷後部の海図台付近には、ナブテックス受信機＊5及び音響測

深機などが設置されており、右舷後部には、航海灯のスイッチや各種警報

装置などの配電盤があった。 

② 船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、機関をいつでも使用

できる状態としていた。 

ｂ 本事故当時、ＡＩＳ及びＡＲＰＡ機能付きのレーダーは２台とも使用

し、２台の表示は同じ状態となっており、３Ｍレンジでノースアップと

し、オフセンター＊6を使用して中心を約１.５Ｍ下方にずらしていた。 

③ ＡＩＳ及びＧＰＳアンテナは、コンパスブリッジデッキのレーダーマス

                         
＊5 「ナブテックス受信機」とは、海上保安庁が発表する航行警報、気象警報等の海上安全情報を自

動受信して印字する装置をいう。同情報は、主として沿岸から約３００Ｍまでを航行する船舶に対

して提供される。 
＊6 「オフセンター（Off Center）」とは、レーダー画面での自船の位置を針路と反対方向に偏心さ

せ、自船の前方の監視領域を広くする表示方法（偏心指示方式）をいう。 
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ト左舷前方のほぼ同じ位置に設置されており、船体中心線から左舷側約５

ｍ、船橋前面から約５ｍ船尾側に位置し、ＡＩＳ及びＧＰＳアンテナの設

置位置から船尾端までの水平距離は約１３０ｍであり、同アンテナから右

舷後部の損傷箇所との水平距離は約１１３ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

① 操舵室には、前部天井に左から順に風向計、風速計、舵角指示器、傾斜

計及び時計が設置されていた。 

 操舵室の前部には、コンソールがあり、操舵装置の右舷側には、機関テ

レグラフなどが、左舷側には、レーダー２台及びＧＰＳプロッターが設置

され、コンソールの左舷側窓枠の下部には、ＡＩＳの表示器があった。 

 操舵室の左舷後部には、海図台があり、その付近にナブテックス受信機

及びＶＨＦが設置されており、海図台の右舷側には、航海灯のスイッチな

どが組み込まれたパネルがあった。 

② 船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、機関をいつでも使用

できる状態としていた。 

ｂ レーダーは、２台のうち右舷側のＡＰＲＡ機能付きを使用しており、

表示は、３Ｍレンジでコースアップ＊7とし、オフセンターを使用して中

心を約１.５Ｍ下方にずらしていた。 

③ ＧＰＳアンテナは、コンパスブリッジデッキのレーダーマスト左舷前方

に設置されており、船体中心線から左舷側に約３ｍ、船橋前面から約２ｍ

船尾側に位置し、ＧＰＳアンテナから船首端までの水平距離は約５７ｍで

あり、同アンテナから左舷船首の損傷箇所（最も船首側）との水平距離も、

ほぼ５７ｍであった。 

 

２.６ 汽笛の吹鳴に関する情報 

  (1) 船長Ａの口述によれば、Ａ船は、汽笛を吹鳴することはなく、Ｂ船から、短

音２回の汽笛吹鳴を聞いた。 

  (2) 船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、衝突直前、短音３回を吹鳴するとともに、

機関を後進にかけたが、Ａ船からの汽笛の吹鳴は聞かなかった。 

 (3) 海上交通安全法の解説（海上保安庁監修改訂１２版）によれば、次のとおり

であった。 

                         
＊7 「コースアップ（Course Up）」とは、レーダー画面の真上が自船の予定針路となる表示方法をいう。 
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海上交通安全法第６条の追越しの場合の信号は単なる追越しの意思の表示で

あり、信号を行ったことによって海上衝突予防法（以下「予防法」という。）

上の追越し関係を生じさせるという効果を持つものでない。即ち、汽笛を鳴

らした時点から追い越される船舶に針路、速力の保持義務が生ずるのではな

く、この信号の有無にかかわらず、両船の客観的位置関係から追越し関係は

生ずる。 

狭い水道又は航路筋において追い越される船舶の協力動作を必要とする追越

しを行おうとする船舶は、予防法の規定する汽笛信号（第３４条第４項）を

行わなければならないこととされている。 

本法の航路は大部分が狭い水道であるので、航路において上記のような追越

しをしようとするときは、予防法の規定する汽笛信号を行わなければならな

い。しかし、このような信号が認められているからといって、追越し船の避

航義務が免除されるものではなく（予防法第１３条第１項）、水域に余裕のな

い状態で予防法の追越し信号を行うことは船員の常務に反する。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値 

本事故発生場所の北約７.０Ｍに位置する大三島
おおみしま

地域気象観測所及び南約４.４Ｍ

に位置する今治地域気象観測所における２２時３０分の本事故当時の観測値は、次

のとおりであった。 

   (1) 大三島地域気象観測所  

風向 北東、風速  １.９m/s、降水量  ０.０mm、気温 ４.５℃ 

   (2) 今治地域気象観測所  

風向 南、風速  １.３m/s、降水量  ０.０mm、気温 ７.２℃ 

 

 2.7.2 乗組員の観測 

   (1) 船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

 天気は晴れ、風向は北東、風速は約４～５m/s（風力階級３に相当）であ

り、波はほとんどなく、視界は良好であった。 

   (2) 船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

 天気は晴れ、風向は北北東、風力は３であり、波はほとんどなく、視界は

良好であった。 

 

 2.7.3 潮汐及び潮流 

海上保安庁刊行の潮汐表、海図等によれば、次のとおりであった。 
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本事故当時の今治港における潮汐は、下げ潮の中央期に当たり、本事故発生場所

付近に当たる小島東灯標の北北東方８００ｍ付近における潮流は、１１月１５日 

１９時００分が転流時であり、２２時２０分が北北西流最強の約１.９kn、翌１６

日０１時２７分が転流時となり、本事故当時の潮流は、北北西流で流速が約１.９

knであった。 

また、本事故当日の来島海峡中水道（以下「中水道」という。）の潮流は、２１

時５５分が北流最強の約３.２knであり、海上保安庁刊行の来島海峡潮流図には、

中水道の北流最強時から北流最強後の１時間にかけ、小島北方の来島海峡航路西側

は、潮流が弱まる水域が存在し、この付近においては流向流速とも不規則であると

注釈がされている。 

（付図４ 北流時の潮流 参照） 

 

２.８ 来島海峡航路の航法 

海上交通安全法（来島海峡航路）によれば、次のとおりである。 

来島海峡では、船舶が潮の流れに乗って航行する場合（順潮の場合）は、より屈曲

の少ない中水道を航行し、潮に逆らって航行する場合（逆潮の場合）は、西水道を航

行することになっている。 

本事故当時、来島海峡の潮流は北流であり、同海峡を南進するＡ船及びＢ船にとっ

ては、逆潮になるため、両船とも西水道を航行することになり、西水道を経由して航

行する場合には、できる限り四国側に近寄って航行することが定められている。 

また、逆潮の場合の最低速力（潮流の速力を超えて４kn）の確保、転流の１時間前

から転流までの間に航行しようとする船舶に対する位置通報の義務付け、来島海峡航

路を航行しようとする船舶等に対する転流の前後における航法指示及び追越し禁止区

間が新たに設けられ、平成２２年７月１日から施行された。 

追越し禁止区間は、今治船舶通航信号所から０４６°へ引いた線（来島マーチスと

大島
おおしま

南西端地蔵
じ ぞ う

鼻
はな

を結ぶ線（来島海峡南側））と津島
つ し ま

船舶通航信号所から２０８°へ

引いた線（津島潮流信号所と小島北西端の小島
お し ま

鼻
はな

を結ぶ線（来島海峡北側））との間

であり、来島海峡航路の狭く、屈曲した区間に設定された。（海上交通安全法第６条

の２） 

（付図２ 推定航行経路図 参照） 

 

２.９ 追越し船の航法   

 予防法によれば、次のとおりである。 

（適用船舶） 

第１１条 この節の規定は、互いに他の船舶の視野の内にある船舶について適用する。 
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（追越し船） 

第１３条 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶を確実

に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避け

なければならない。 

２ 船舶の正横後２２度３０分を超える後方の位置（夜間にあつては、その

船舶の第２１条第２項に規定するげん灯のいずれをも見ることができない位

置）からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。 

３ 船舶は、自船が追越し船であるかどうかを確かめることができない場合

は、追越し船であると判断しなければならない。 

 

２.１０ 船舶の運航管理等に関する情報 

  (1) Ａ船 

    運航管理者Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

① 前記２.８の追越し禁止区間の新設に伴い、Ａ社は、安全管理規程に定め

る運航ダイヤ（運航基準別表）の見直しを行い、来島海峡航路を通過する際

の速力が約２２.０knであったものを約１６.５knとし、改訂した運航ダイヤ

を運航管理する各船に周知していた。 

② 速力を約１６.５knとして計画したのは、速力制限区間外における一般的

な内航船舶の速力が１５～１６knであると考えたことによる。 

③ 追越し禁止区間の新設に伴い、安全管理規程を見直した箇所は、前記①以

外にはなかった。 

④ 運航ダイヤを改訂したことにより、来島海峡航路の通過においては、時間

的に過密ということはなくなり、本事故当時、Ａ船は、約３分遅れで来島海

峡航路に入航しているが、特別に大きな遅れが生じていたものではなかった。 

⑤ 来島海峡航路における追越しについては、安全管理規程での「関係法令の

遵守」という規定で対応できると考えていたことから、新設された追越し禁

止区間における追越しを禁じた規定を新たに設けることはしていなかった。

また、来島海峡航路を減速して航行することにより、遅れを生ずる場合の対

処について指導していなかった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ社の運航管理者の回答書によれば、次のとおりであった。 

① 平成２２年７月１日来島海峡の航法が変更になったことは、新居浜海上保

安署からの連絡及び配布されたパンフレット並びにインターネットにより 

知っていた。 

② 前記①の航法の変更に伴う安全管理規程の変更箇所はなかった。 
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２.１１ 来島海峡における航法変更について船社へのアンケート結果 

     船社 

質問事項  

Ｋ１ Ｋ２ Ｋ３ 

航法の変更につい

て知っていたか。 

知っていた。 知っていた。 知っていた。 

ど の よ う に し て

知ったか。 

配布された広報 配布された広報 保安部及び各協会か

らの広報資料、講習

会、説明会、連絡会

議等への出席 

安全管理規程を変

更したか。 

変更なし 平均船速を１８kn

から１５knに変更 

変更なし 

変更内容はどのよ

うに周知したか。 

文書通達により通

知し、旧文書は回

収して通知漏れを

防止している。 

無理のない航海計

画とするため、訪

船及び社内勉強会

で乗組員に周知し

た。 

社内会議で周知後、

陸上社員にはメール

で、各船には書類で

周知した。 

本事故後、安全管

理規程を変更した

か。 

変更なし 変更なし 

乗組員に概要を周

知した。 

変更なし 

来島海峡の追越し

に関しどのような

運航管理をしてい

るか。 

無理な追越しはせ

ず、早めの減速を

実行し、来島マー

チス及び他船と緊

密な通信を行って

自船の行動を早め

に知らせ、縦列航

行を指導した。 

法令遵守、無理な

追越しは厳禁、追

越 し を す る 場 合

は、安全な距離、

速力で実施、関係

船との情報交換等

を行う。 

追越し禁止区間での

追越し及び航路内で

の無理な追越しはし

ないよう指導してい

る。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 
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① 船長Ａは、２１時４０分ごろ昇橋して来島海峡航路西口手前において、

同航路通過のため、ＡＩＳ及びＡＲＰＡ機能が付いた１号レーダーの前に

立ちながら操船を指揮し、機関長Ａを機関操作に、航海士Ａを操船の補佐

に、甲板手Ａを見張りに、甲板員Ａを手動操舵にそれぞれ就け、２２時 

１８分ごろ来島海峡航路に入航した。 

② Ａ船は、来島海峡航路西口に達する前、前路には西水道に向かう同航船

群が存在しており、船長Ａが、来島海峡航路の入航時刻が定刻より約３分

遅れとなったことを知り、同航船群の最後尾について来島海峡航路を通過

した場合には、約２０分の遅れになるものと予想し、来島海峡航路では、

場所や潮流の状況により追い越すことができる場合があるので、同航船群

を追い越すこととした。 

③ 船長Ａは、４号ブイを右に見て通過し、来島海峡航路に沿う針路とした

ところ、先行するＢ船と先行同航船の間に入って西水道を通過できるもの

と考え、１列をなして来島海峡航路内を西側に寄りながら航行している同

航船群の左舷側から追越しを始めた。 

④ 船長Ａは、２２時２４分ごろＡ船がＢ船の左舷後方に追いついたとき、

Ｂ船を追い越したのちに減速して先行同航船との間に入ることをＶＨＦで

Ｂ船に連絡し、Ｂ船から了解の回答を得た。 

⑤ 船長Ａは、１号レーダーの画面に表示されるＡＩＳ情報により、Ｂ船及

び先行同航船の速力が約９.５knであることを確認したので、Ａ船船橋が

Ｂ船船橋に並んだ頃、減速を始め、機関をスタンバイ半速力前進としたの

ち、速力を約９.５knとなるように調整し、Ａ船がＢ船を追い越してＢ船

より前方に位置する状況となったことから、追越しを完了したものと思い、

西水道に向けて右転を始めた。この頃、Ａ船の速力は、右転開始後から 

１０kn以下に減少して最小で約８.２knとなり、また、Ｂ船の速力は、約

１１.０knになっていた。 

⑥ Ａ船は右転中、右舷後方から接近するＢ船の前路を横切る態勢で航行し

た。 

⑦ 甲板手Ａは、操舵室内右端で右舷後方の見張りを行っていたが、Ａ船が

右転中、船尾を通過するように見えたＢ船が次第に接近してくることを知

り、船長Ａに対し、その状況を報告した。 

⑧ 船長Ａは、甲板手ＡからＢ船が接近するとの報告を聞き、機関をスタン

バイ全速力前進としたものの、自ら右舷後方を確認することなく、ＡＩＳ

情報によるＢ船との距離が約１ケーブルあったことから、その船間距離な

らＢ船の船首方を通過できるものと判断して航行し、Ｂ船と衝突した。 
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   (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、２０時３０分ごろ昇橋し、来島海峡航路通過のため、手動操

舵により操船を行い、機関長Ｂを機関操作に、航海士Ｂを操船の補佐に就

け、２２時０９分ごろ来島海峡航路に入航した。 

② 船長Ｂは、４号ブイ付近において、同航船１隻を追い越したのち、速力

約１１.５knの先行同航船を認めたので、速力を約１１.０knとなるように

調整し、先行同航船との距離が約５ケーブルの縦列となる態勢で西水道に

向かった。 

③ 船長Ｂは、４号ブイを通過して間もなく、後方を確認し、来島海峡航路

に入航するＡ船を認め、ＡＲＰＡで確認したＡ船の速力が約２０～２１kn

であったことから、追越し禁止区間に達するまでにＡ船がＢ船を追い越す

ものと判断した。 

④ Ｂ船は、Ａ船からＶＨＦで呼び出され、Ａ船がＢ船を追い越して先に西

水道に入りたいとの連絡を受けたので、船長Ｂは、了解したが、Ｂ船より

速いＡ船が、既に、Ｂ船の左舷正横付近に並んでいたことから、Ａ船は減

速したのち、Ｂ船と先行同航船との間に入るものと判断した。 

⑤ 船長Ｂは、両船の船首尾距離が約１ケーブルとなった頃、左舷前方のＡ

船が減速を開始したことに気付き、速力をＡＲＰＡで確認したところ、約

８.０knになったことを知ったが、フェリーは速力調整が容易なので、Ａ

船は増速してＢ船とほぼ同じ約１１.０knとなるように調整するものと 

思った。 

⑥ 船長Ｂは、速力約８.０knで西水道に向けて右転を開始したＡ船が衝突

する態勢でＢ船に接近することに気付き、機関を微速力前進に減速したが、

衝突は避けられないものと判断し、左舵一杯とすれば衝突の衝撃が大きく

なり、右舵一杯としてもＢ船の左舷中央部にＡ船が衝突してタンクに損傷

が生じ、積載している危険物が流出するおそれがあったことから、針路を

保持し、機関を後進にかけたものの、Ａ船と衝突した。また、このとき、

汽笛で短音３回を吹鳴した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

 ２.１、2.5.4(1)③及び2.5.4(2)③から、ＧＰＳアンテナの位置から損傷箇所ま

での距離を考慮すると、次のとおりであったものと考えられる。 

  本事故の発生日時は、平成２２年１１月１５日２２時３０分３０秒ごろで、発生

場所は、小島東灯標から０２０°５７０ｍ付近であった。 
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3.1.3 衝突の状況 

 2.1.1から、衝突時の速力、針路及び衝突角度は、次のとおりであったものと考

えられる。 

   (1) Ａ船は、針路約１６９°速力約９.２knであった。また、Ｂ船は、衝突の

衝撃により、針路が右へ変わり、衝突直前の２２時３０分２３秒では、船首

方位１２７°及び速力９.６knであり、機関を約１５０rpmの後進にかけてお

り、２２時３０分３１秒の速力が８.３knであったことから、衝突時は、針

路約１２７°、速力は約９.６kn以下であった。  

   (2) 衝突時のＡ船及びＢ船の針路から、Ｂ船の左舷船首とＡ船の右舷後部が衝

突したときの角度は、Ａ船後方から約４２°であった。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員等及び船舶の状況 

   (1) 乗組員等 

２.４(1)から、船長Ａ及船長Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

    ① Ａ船 

 2.5.4(1)②から、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障

はなかったものと考えられる。 

    ② Ｂ船 

 2.5.4(2)②から、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障

はなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 気象及び海象の状況 

 ２.７から、本事故当時、事故発生場所付近では、天気は晴れ、北東の風、風力

３、視界は良好であり、潮汐は下げ潮の中央期に当たり、約１.９knの北北西流が

あったものと考えられる。 

 

3.2.3 来島海峡航路西口の輻輳状況 

２.１から、Ａ船が、来島海峡航路西口に達する前、前路には西水道に向かう同

航船群が存在し、４号ブイを右に見て通過して来島海峡航路に沿う針路としたとこ

ろ、１列をなして来島海峡航路内を西側に寄りながら航行している先行する同航船

３隻が存在していたものと考えられる。 
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3.2.4 航法の適用に関する解析 

２.１及び２.６～２.９から、次のとおりであったものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、視界が良好な状況下、来島海峡航路に沿う針路で航行中、Ａ船

がＢ船の左舷側を追い越して前方に出たのち、西水道に向けて右転を始め、両船が

衝突したが、衝突した場所は、海上交通安全法の適用海域であることから、同法及

び予防法が適用される。 

Ａ船は、Ｂ船の後方から接近してＢ船の左舷後方に追いついたとき、Ｂ船を追い

越したのちに減速してＢ船と先行同航船との間に入ることをＶＨＦで連絡してＢ船

の左舷側を通過して前方に出た。 

船長Ａは、ＡＩＳ情報により、Ｂ船及び先行同航船の速力が約９.５knであるこ

とを確認したので、Ａ船船橋がＢ船船橋に並んだ頃、減速して速力を約９.５knと

なるように調整し、Ａ船がＢ船より前方に位置する状況となったことから、追越し

を完了したものと思い、西水道に向けて右転を始め、Ｂ船の前路を横切る態勢で航

行した。 

両船のＡＩＳ記録により、Ａ船が右転を開始した約２０秒後において、両船の船

首尾距離は約１００ｍ、両船間の横距離は約１４０ｍであり、Ａ船の速力は約  

９.４kn、Ｂ船の速力は約１１.１knであったことから、Ｂ船がＡ船の右舷後方から

接近する状況であった。 

Ａ船は、後方から接近するＢ船の前路を横切る態勢で航行し、Ｂ船と衝突した。 

Ａ船は、追い越して後方に位置していたＢ船がＡ船より速い速力で航行し、Ａ船

に接近する状況であったものの、両船の船首尾距離が約１００ｍにおいてＢ船の前

路を横切る態勢で航行したが、予防法第１３条では、追越し船は、追い越される船

舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならないと規定している

ことから、Ａ船はＢ船から十分遠ざかるまでＢ船の進路を避ける必要があった。 

（付図３ 衝突前の位置関係図 参照） 

 

3.2.5  平成２２年７月１日施行の海上交通安全法の新規規定を含む同法の遵守状況 

２.１及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船及びＢ船は、本事故当時、最低速力（潮流の速力を超えて４kn）以

上の船速を確保していた。 

 (2) Ａ船は、Ｂ船を追い越そうとするとき、海上交通安全法第６条に定める追

越し信号を行わなかった。 

 

3.2.6 Ａ社の運航管理等に関する状況 

２.１及び２.１０(1)から、次のとおりであったものと考えられる。 
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(1) Ａ社は、来島海峡航路における追越し禁止区間の新設に伴い、同航路を通

過する際の速力を約２２.０knから約１６.５knに減じ、改訂した運航ダイヤ

を運航管理する各船に周知した。 

(2) Ａ社は、運航ダイヤの改訂により、来島海峡航路の通過において、従前に

比べて余裕のあるものとなっていたので、本事故当時、Ａ船が約３分遅れで

同航路に入航したことは、特別に大きな遅れが生じていたものではなかった。 

(3) Ａ社は、来島海峡航路を減速して航行することにより、遅れが生ずる場合

の対処について各船を指導していなかった。 

 

3.2.7 操船の状況  

  ２.１、２.５及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① 船長Ａは、来島海峡航路西口に達する前、前路には西水道に向かう同航

船群が存在していたが、約３分遅れで来島海峡航路に入航したことから、

同航船群の最後尾について来島海峡航路を通過した場合には、約２０分遅

れになるものと予想し、来島海峡航路では、場所や潮流の状況により追い

越すことができる場合があるので、同航船群を追い越すこととした。 

② 船長Ａは、４号ブイを右に見て通過し、来島海峡航路に沿う針路とした

ところ、先行するＢ船と先行同航船の間に入って西水道を通過できるもの

と判断し、１列を成す同航船群の左舷側から追越しを始めた。 

③ 船長Ａは、２２時２４分ごろＡ船がＢ船の左舷後方に追いついたとき、

Ｂ船を追い越したのちに減速して先行同航船との間に入ることをＶＨＦで

Ｂ船に連絡し、Ｂ船から了解の回答を得た。 

④ 船長Ａは、ＡＩＳ情報により、Ｂ船及び先行同航船の速力が約９.５kn

であることを確認したので、Ａ船船橋がＢ船船橋に並んだ頃、減速を始め、

機関をスタンバイ半速力前進としたのち、速力を約９.５knとなるように

調整し、Ａ船がＢ船を追い越してＢ船より前方に位置する状況となったこ

とから、追越しを完了したものと思い、西水道への変針場所に達していた

ので、西水道に向けて右転を始めた。この頃、両船の船首尾距離は約  

１００ｍであり、Ａ船の速力は約９.４kn、Ｂ船の速力は約１１.１knで 

あったことから、Ｂ船が右舷後方から接近する状況にあった。 

したがって、Ａ船は、右転を始めたことから、右舷後方から接近するＢ

船の前路を横切る態勢で航行した。 

⑤ 甲板手Ａは、Ａ船が右転中、船尾を通過するように見えたＢ船が次第に

接近してくることを知り、船長Ａに対し、その状況を報告した。 
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⑥ 船長Ａは、甲板手Ａの報告を受け、機関をスタンバイ全速力前進とした

が、右舷後方を確認することなく、ＡＩＳ情報によるＢ船との距離が１ 

ケーブルあったことから、Ｂ船の船首方を通過できるものと判断して航行

し、Ｂ船と衝突した。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、２２時０９分ごろ来島海峡航路に入航して航行中、船長Ｂが、

４号ブイ付近において、同航船１隻を追い越したのち、速力約１１.５kn

の先行同航船を認めたので、速力を約１１.０knとなるように調整し、先

行同航船との距離が約５ケーブルの縦列となる態勢で西水道に向かった。 

② 船長Ｂは、４号ブイを通過して間もなく、後方を確認し、来島海峡航路

に入航するＡ船を認め、ＡＲＰＡで確認したＡ船の速力が約２０～２１kn

であったことから、追越し禁止区間に達するまでにＡ船がＢ船を追い越し、

先行同航船との間に入ったのち、西水道を通過するものと予測した。 

③ Ｂ船は、Ａ船からＶＨＦで呼び出され、Ａ船がＢ船を追い越して先に西

水道に入りたいとの連絡を受けたので、船長Ｂは、了解したが、Ａ船が、

既に、左舷正横付近に並んでいたことから、Ａ船が減速したのち、Ｂ船と

先行同航船との間に入るものと判断した。 

④ 船長Ｂは、両船の船首尾距離が約１ケーブルとなった頃、左舷前方のＡ

船が減速したことに気付き、速力をＡＲＰＡで確認したところ、約８.０

knになったことを知ったが、フェリーは速力調整が容易なので、Ａ船は増

速してＢ船とほぼ同じ約１１.０knとなるように調整するものと思った。 

⑤ 船長Ｂは、西水道に向けて右転を開始したＡ船が衝突する態勢でＢ船に

接近することに気付き、機関を微速力前進に減速したが、衝突は避けられ

ないものと判断し、汽笛で短音３回を吹鳴するとともに、機関を後進にか

けたものの、Ａ船と衝突した。なお、船長Ｂは、衝突によりタンクが損傷

して危険物が流出することを懸念して針路を保持した。 

   

 3.2.8 事故発生に関する解析 

 3.1.1、3.2.3～3.2.5及び3.2.7から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、来島海峡航路西口に達する前、前路には西水道に向かう同航船群

が存在しており、船長Ａが、来島海峡航路の入航時刻が定刻より約３分遅れ

となったことを知り、同航船群の最後尾について来島海峡航路を通過した場

合には、約２０分の遅れになるものと予想し、来島海峡航路では、場所や潮

流の状況により追い越すことができる場合があるので、同航船群を追い越す

こととした。 
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   (2) 船長Ａは、４号ブイを右に見て通過し、来島海峡航路に沿う針路としたと

ころ、先行するＢ船と先行同航船の間に入って西水道を通過できるものと判

断し、１列をなして来島海峡航路内を西側に寄りながら航行している同航船

群の左舷側から追越しを始めた。 

   (3) 船長Ａは、２２時２４分ごろＡ船がＢ船の左舷後方に追いついたとき、Ｂ

船を追い越したのちに減速して先行同航船との間に入ることをＢ船にＶＨＦ

で連絡し、Ｂ船から了解の回答を得た。 

   (4) 船長Ａは、ＡＩＳ情報により、Ｂ船及び先行同航船の速力が、約９.５kn

であることを確認したので、Ａ船船橋がＢ船船橋に並んだ頃、減速を始め、

機関をスタンバイ半速力前進としたのち、速力を約９.５knとなるように調

整し、Ａ船がＢ船を追い越してＢ船より前方に位置する状況となったことか

ら、追越しを完了したものと思い、西水道への変針場所に達していたので、

西水道に向けて右転を始めた。この頃、両船の船首尾距離は約１００ｍであ

り、Ａ船の速力は約９.４kn、Ｂ船の速力は約１１.１knであったことから、

Ｂ船がＡ船の右舷後方から接近する状況であった。 

(5) Ａ船は、右転を始めたことから、右舷後方から接近するＢ船の前路を横切

る態勢で航行した。 

   (6) 船長Ａは、甲板手ＡからＢ船が接近するとの報告を受け、機関をスタンバ

イ全速力前進としたものの、ＡＩＳ情報によるＢ船との距離が約１ケーブル

あったことから、Ｂ船の船首方を通過できるものと判断して航行し、Ｂ船と

衝突した。 

(7) Ｂ船は、２２時０９分ごろ来島海峡航路に入航して航行中、船長Ｂが、４

号ブイ付近において、同航船１隻を追い越したのち、速力約１１.５knの先

行同航船を認めたので、速力を約１１.０knとなるように調整し、先行同航

船との距離が約５ケーブルの縦列となる態勢で西水道に向かった。 

(8) 船長Ｂは、４号ブイを通過して間もなく、後方を確認し、来島海峡航路に

入航するＡ船を認め、ＡＲＰＡで確認したＡ船の速力が約２０～２１knで 

あったことから、追越し禁止区間に達するまでにＡ船がＢ船を追い越し、先

行同航船との間に入ったのち、西水道を通過するものと予測した。 

   (9) 船長Ｂは、Ａ船からＶＨＦにより、Ａ船がＢ船を追い越して先に西水道に

入りたいとの連絡を受けたので、了解したが、Ａ船が、既に、Ｂ船の左舷正

横付近に並んでいたことから、Ａ船は減速したのちにＢ船と先行同航船との

間に入るものと判断した。 

   (10) 船長Ｂは、左舷前方のＡ船が減速を開始したことに気付き、速力をＡＲＰＡ

で確認したところ、約８.０knになったことを知ったが、フェリーは速力調
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整が容易なので、Ａ船は増速してＢ船とほぼ同じ約１１.０knとなるように

調整するものと思った。 

   (11) 船長Ｂは、西水道に向けて右転を開始したＡ船が衝突する態勢でＢ船に接

近することに気付き、機関を微速力前進に減速したが、衝突が避けられない

ものと判断し、汽笛で短音３回を吹鳴するとともに、機関を後進にかけたも

のの、Ａ船と衝突した。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、夜間、小島北方の来島海峡航路において、Ａ船及びＢ船が共に南東進中、

西水道北口に向かって先行する同航船群が航行する状況下、船長Ａが、４号ブイ付近

でＢ船の追越しを始めたため、Ｂ船の前方に位置する状況となったときには西水道へ

の変針場所に達しており、西水道に向けて右転を始め、Ｂ船の前路を横切る態勢で航

行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 船長Ａが、４号ブイ付近でＢ船の追越しを始めたのは、船長Ａが、来島海峡航路の

入航時刻が定刻より約３分遅れとなったことを知り、同航船群の最後尾について来島

海峡航路を通過した場合には、約２０分の遅れになると予想したことによるものと考

えられる。  

 

 

５ 所 見 
 

 本事故においては、Ａ船が、４号ブイ付近を通過し、来島海峡航路に沿う針路とし

たところ、Ｂ船を追い越して西水道に入ることができるものと判断してＢ船の追越し

を開始したが、Ｂ船の前方に位置する状況となったときには西水道への変針場所に達

しており、西水道に向けて右転を始め、Ｂ船の前路を横切る態勢で航行することとな

り、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 また、船長Ａは、来島海峡航路の入航時刻が定刻より約３分遅れとなったことを 

知ったが、Ａ社では、追越し禁止区間の新設に伴い、来島海峡航路を通過する際の速

力を減じた運航ダイヤに改訂されていたので、この遅れは大きな遅れではなかったも

のの、来島海峡航路を減速して航行することにより、遅れが生ずる場合の対処につい

て各船に指導していなかったことから、同航船群の最後尾について来島海峡航路を通

過した場合には、約２０分の遅れになると予想して追い越しを行ったものと考えられ

る。 
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このため、来島海峡航路を航行する船舶及び船舶所有者は、次の措置を講じて事故

の再発防止に努めることが望まれる。 

(1) 船舶は、西水道北口に向かって来島海峡航路内を航行している先行する同航

船群を認めた場合、来島海峡航路の航行の困難性を考慮し、追越し後の西水道

への変針場所について慎重に判断して安易な追越しを控え、安全航行に努める

こと。 

(2) 船舶は、来島海峡航路における潮流及び自船の速力を考慮し、他の船舶との

船間距離を十分に確保すること。 

(3) 船舶は、屈曲部において変針する場合、変針する側の後方等の最終確認を 

行った上、後方の船舶との安全な距離を保持して変針すること。 

(4) 船舶所有者等は、船舶が無理な追越しをすることがないよう、来島海峡航路

を航行することにより遅れを生ずる場合の対処について運航管理する船舶の指

導を徹底すること。 

 

 

６ 参考事項 
 

事後の措置に関する情報 

Ａ船の所有会社においては、本事故発生後、次の対応がとられた。 

(1) 来島海峡航路内における追越しについて 

各船に対し、次の注意事項が周知された。 

① 相手船を追い越す場合、その船間距離について、相手船の協力が必要であ

るときは、相手船と早めに連絡をとり、その了承の上で追い越すこと。 

② 前記の相手船の了承が得られない場合には、追越しをしないこと。 

③ 前方に船団を確認した時点で安全な距離を保ち、船団の後方を追航するこ

とも肝要であること。 

(2) 来島海峡航路航行によって生ずる遅延に対する対応 

各船に対し、次の注意事項が周知された。 

① 原則として、定時出港、定時入港が望ましいが、様々な要因により発生し

た遅延を航海で取り戻すことは、安全面で非常に問題があることから、今後

は入港時刻にとらわれず、航法及び法律を遵守すること。 

② 人為的に無理をして遅れを取り戻す必要はなく、航法及び法律を無視して

まで定刻を守る必要はないこと。 

(3) 設備面での対応 

船舶設備規程により、Ａ船に設置を義務付けられているＶＨＦ無線電話装置
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は１台となっているが、通信中には他局からの呼出しに応答できないことから、

各船に新たに１台を増設した。 
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付図１ 事故発生場所及び周辺 
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付図２ 推定航行経路図 
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付図３ 衝突前の位置関係図 
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付図４ 北流時の潮流 
 

  海上保安庁刊行の来島海峡潮流図（書誌第６２０８号）から抜粋 

 

中水道北流最強時 

 

 

中水道北流最強後１時 

 

         で囲んだところが、潮流が弱くなる部分 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 
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写真１ Ａ船 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 
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写真３ Ｂ船 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 
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